
大和市経営生産対策推進会議規約 対照表（改正前・改正後） 

改正前 改正後  

大和市経営生産対策推進会議規約 大和市経営生産対策推進会議規約（案）  

（目的） 

第１条 この規約は、担い手育成・農地流動化等を中心とする経営・生産対策

関係の各種事業を総合的・計画的に推進するための「経営対策体制整備推進

事業」を生産者・農業関係機関・行政等が一体となって事業展開を行うこと

を目的とする。 

（目的） 

第１条 この規約は、担い手育成・農地流動化等を中心とする経営・生産対策

関係の各種事業を総合的・計画的に推進するための「経営対策体制整備推進

事業」を生産者・農業関係機関・行政等が一体となって事業展開を行うこと

を目的とする。 

 

（設置） 

第２条 第１条の目的を達成するため、大和市経営生産対策推進会議（以下

「推進会議」という。）を設置する。 

（設置） 

第２条 第１条の目的を達成するため、大和市経営生産対策推進会議（以下

「推進会議」という。）を設置する。 

 

（活動） 

第３条 推進会議は、第１条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関連する業務 

（２）農業及び農村における男女共同参画の推進に関連する業務 

（３）高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関連する業務 

（４）新規就農者の確保及び育成に関連する業務 

（５）担い手への農地の利用集積に関連する業務 

（６）経営構造対策に関連する業務 

（７）農業生産及び畜産の振興に関連する業務 

（８）人・農地プランの審査及び検討に関連する業務 

（９）都市農業振興基本計画に関連する業務 

（活動） 

第３条 推進会議は、第１条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関連する業務 

（２）農業及び農村における男女共同参画の推進に関連する業務 

（３）高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関連する業務 

（４）新規就農者の確保及び育成に関連する業務 

（５）担い手への農地の利用集積に関連する業務 

（６）経営構造対策に関連する業務 

（７）農業生産及び畜産の振興に関連する業務 

（８）農業経営基盤強化促進法第１８条に基づく協議 

（９）都市農業振興基本計画に関連する業務 

（10）前各号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要

な業務 

 

（構成） 

第４条 この推進会議は次の機関・団体の役職員等をもって構成する。 

（１）大和市農業委員会会長 

（構成） 

第４条 この推進会議は次の機関・団体の役職員等をもって構成する。 

（１）大和市農業委員会会長 

 

資料２ 



（２）さがみ農業協同組合大和地区運営委員長 

（３）神奈川県県央地域県政総合センター農政部地域農政推進課長 

（４）神奈川県県央地域県政総合センター農政部農地課長 

（５）神奈川県農業技術センター普及指導部（担当課長） 

（６）大和市園芸協会会長 

（７）大和市畜産協会会長 

（８）さがみ農業協同組合さわやか倶楽部大和地区部長 

（９）さがみ農業協同組合大和市青壮年部委員長 

（10）さがみ農業協同組合大和営農経済センター長 

（11）学識経験者 

（12）女性農業者 

（２）さがみ農業協同組合大和地区運営委員長 

（３）神奈川県県央地域県政総合センター農政部地域農政推進課長 

（４）神奈川県県央地域県政総合センター農政部農地課長 

（５）神奈川県農業技術センター普及指導部（担当課長） 

（６）大和市園芸協会会長 

（７）大和市畜産協会会長 

（８）さがみ農業協同組合さわやか倶楽部大和地区部長 

（９）さがみ農業協同組合大和市青壮年部委員長 

（10）さがみ農業協同組合大和営農経済センター長 

（11）学識経験者 

（12）女性農業者 

（13）大和市環境施設農政部農政課長 

 ２ 前項各号に掲げるもののほか、推進会議の運営上必要と認められる者を

委員として加えることができる。 

 

 ３ 第１項各号（第１１号及び第１２号を除く。）に掲げる委員については、

推進会議に代理人を出席させることができる。 

 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、推進会議に出

席して、その意見を述べ、または説明を行うことを求めることができる。 

 

（任期） 

第５条 この推進会議の委員の任期は、５年間とし、機関・団体の役職に変更

があった場合は、後任の者を充てる。 

（任期） 

第５条 この推進会議の委員の任期は、５年間とし、機関・団体の役職に変更

があった場合は、後任の者を充てる。 

 

（役員） 

第６条 この推進会議に、会長、副会長を置き、その選出は構成員の互選によ

るものとする。 

（１）会長は推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 

（役員） 

第６条 この推進会議に、会長、副会長を置き、その選出は構成員の互選によ

るものとする。 

（１）会長は推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第７条 この推進会議は、必要に応じて会長が召集する。 

（会議） 

第７条 この推進会議は、必要に応じて会長が召集する。 

 



２ 会議の議案は、会議出席者の過半数の賛成をもって成立する。 ２ 会議の議案は、会議出席者の過半数の賛成をもって成立する。  

 ３ 会議は原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正か

つ円滑な議事運営に支障が生じると認められる事項については、非公開で

行うものとする。 

 

（事務局） 

第８条 この推進会議の円滑な運営を図るため、事務局を設置し事務局は大

和市環境施設農政部農政課に置く。 

（事務局） 

第８条 この推進会議の円滑な運営を図るため、事務局を設置し事務局は大

和市環境施設農政部農政課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めのない事項については、会長が会議に諮って決定す

る。 

（その他） 

第９条 この規約に定めのない事項については、会長が会議に諮って決定す

る。 

 

附 則 

この規約は、平成１２年１０月１９日から施行する。 

附 則（平成１７年規約第１号） 

この規約は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２６年２月２０日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２６年５月２０日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年１１月１９日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成１２年１０月１９日から施行する。 

附 則（平成１７年規約第１号） 

この規約は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２６年２月２０日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２６年５月２０日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年１１月１９日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和６年８月２６日から施行する。 

 

 


